














案に沿 っていないということですけど,そ の食 い違 い,そ ごについて,具

体的にご説明ください。

78年 の措置方針は,環 境の調和 に万全 を期す ということ,そ れか

ら事業を円滑に進めるということ,そ のために環境影響評価 をす る

ということが方針 として述べ られています。それに添付されている

技術指針では,環 境アセスメン トの 目的ですね,環 境に及ぼす影響

の内容とか大きさをあ らか じめ調査 して,保 全対策についてもあ ら

か じめ考えてお くことによって,環 境を良好な状態で保全する,そ

れか ら事業 も進める,こ ういうことが書かれています。 したがいま

して,科 学的で通正なアセスメン トを行 うんだというこの方針は,

間違いないものとして書かれているわけです。方針をもとにして行

われた技術指針の問題点を次にお話 しいた します。

番号 13を 示 します。環境影響要因の観点か ら, 78年 の技術指針案 とア

セス書の食い違いについて,ご 指摘いただけますか。

ダムがどういう環境影響を与えるのかということについて,ど うい

う段階で影響を予測するのか ということを 78年 の技術指針では定

めています。 1つ は,ダ ムを造 るという工事が環境にどのよ うな影

響 を及ぼすのか,工 事の段階で予測する必要があります.そ れか ら,

ダムが存在すること,ダ ムが設置されているということ,こ の段階

での環境影響 を予測する必要があります。それか ら3番 目としては,

ダムができて,ダ ムが使われる=供 用される,運 用される段階,す

なわちダム湖 に水をためるという状態で環境にどのような影響が出

るのか, こういった 3つ の段階で予測するように示 されています。

しか しなが ら, 85年 アセス書の中では,こ の 3つ の段階を区別せ

ずlt,ダ ム建設 ということだけについて影響 を検討 しています。 しノ

たがいまして, 85年 アセス書 を見 ますと,一 体 どの段階で どのよ






























